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つづらの棚田・うきは市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うきは市の新川・葛籠（つづら）地区には 7ha、

約３００枚の石で積まれた棚田があります。 

稲刈のコンバインが働く中、田の畔の“もぐ

ら除け”の彼岸花が満開です。 
 

========================================= 
 

 

ちょっと、ゆったり 
 

社会保険労務士事務所を平成２３年の４月に

開業して、１２年 

が経ちました。 

多くの事業所の 

方々や沢山の働く 

仲間の皆さんに元 

気を貰いながら、 

一歩ずつ前に進め 

ることが出来てい 

ます。 

先日、湯布院経由 

の筋湯温泉の１泊２日の小旅行をしてきました。 

湯布院では、 

駅から宇奈岐

日女神社まで

電動バスに揺

られての散策

を経験し、筋

湯温泉では、

ゆったりお湯

につかり、美

味しい夕食で

満喫できまし

た。 

これからは、 

少しずつ後輩の皆さんにお願いし、仕事を引き

継ぎながら、時にはのんびり、ゆったりとした

日々を過せるように舵をとりたいなと、改めて

思っています。 

========================================= 

令和５年度の最低賃金が改訂

されます 
 

今年度は、全国の加重平均が 1,000 円を超え

ました。 

＊（ ）内は令和４年度 
 

 

 

 

 

 

県 名 最低賃金時間額(円) アップ額 発効月日 

山 口 ９２８ （８８８） ４０  10 月 1 日 

福 岡 ９４１ （９００） ４１  10 月 6 日 

佐 賀 ９００ （８５３） ４７  10 月 14 日 

長 崎 ８９８ （８５３） ４５  10 月 13 日 

熊 本 ８９８ （８５３） ４５  10 月 8 日 

大 分 ８９９ （８５４） ４５  10 月 6 日 

宮 崎 ８９７ （８５３） ４４  10 月 6 日 

鹿児島 ８９７ （８５３） ４４  10 月 6 日 

沖 縄 ８９６ （８５３） ４３  10 月 8 日 

全国加重

平均額 
１００４ （９６１） ４３  ー 

社会保険労務士事務所 
人事労務センター 

〒812-0011 

福岡市博多区博多駅前 4-33-11-702 

人事労務センター 
社会保険労務士 大隈昭子 

ＴＥＬ092-982-4188 

FAX 092-982-6170 

E メール：akiko@b-souken.com 
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キャリアアップ助成金「短時間
労働者労働時間延長コース」 

 

 雇用する有期雇用労働者等について、週所定労

働時間を延長することにより、新たに社会保険の

被保険者とした場合に助成されるものです。 

１．支給額（１人当たりの助成額） 

①週所定労働時間を３時間以上延長した場合 

企業規模と助成金額 

 中小企業 ２３万７０００円 

 大企業 １７万８０００円 

②労働者の手取り収入が減少しないように週所

定労働時間を延長した場合 

＊１時間以上２時間未満延長（１０％以上増額） 

企業規模と助成金額 

 中小企業 ５万８０００円 

 大企業 ４万３０００円 

＊２時間以上３時間未満延長（６％以上増額） 

企業規模と助成金額 

 中小企業 １１万７０００円 

 大企業 ８万８０００円 

①と②を合わせて、１年度１事業所当たり支給申

請上限人数４５人まで 

※①は令和６年９月３０日までの間、支給額を増額 

※②は令和６年９月３０日までの暫定措置。延長時間数に

応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収入

が減少していないとみなす。 

２．対象となる労働者 

次の(1)(2)(3)いずれかに該当する労働者 

(1)週所定労働時間を延長した後、６か月以上の

期間継続して支給対象事業主に雇用される有

期雇用労働者 

(2)週所定労働時間を１時間以上２時間未満延長

した日の前日から起算して過去６か月以上の

期間継続して、有期雇用労働者等として雇用さ

れた者であり、かつ週所定労働時間の延長後の

基本給が延長前の基本給に比べて１０％以上

昇給している者 

(3)週所定労働時間を２時間以上３時間未満延長

した日の前日から起算して過去６か月以上の

期間継続して、有期雇用労働者等として雇用さ

れた者であり、かつ週所定労働時間の延長後の

基本給が延長前の基本給に比べて６％以上昇

給している者などいくつかの要件があります。 

①週所定労働時間を延長した日の前日から起

算して過去６か月間、社会保険の適用要件

を満たしていなかった者 

②週所定労働時間の延長を行った事業所の事

業主または取締役の３親等以外の者 

③支給申請日において離職していない者 

＊詳細については、問い合わせ下さい。 
 

============================================ 
 

 

 

 

 

 
  

映画「こんにちは、母さん」 
 

久しぶりに、大洋映画劇場で、“こんにちは、

母さん”の映画 

を観ました。 

監督は山田 

洋次さんで、 

主演は、吉永 

小百合さんと 

大泉洋さんで、 

大会社の人事 

部長として神 

経をすり減ら 

す日々。また、 

妻との離婚問 

題や大学生に 

なった娘との 

関係に頭を悩ませている主人公が、久しぶりに

母が暮らす実家に帰ります。 

お節介が過ぎるほどに温かい下町の住民やこ

れまでとは違う“母”との出会いの中で、次第

に、自分を見失っていたことに気づかされてゆ

く様が、鮮明に描かれていて、涙なしには画面

を見続けることが出来ませんでした。 
 

   

 

あとがき

 

人事労務センター 

ホームページＵＲＬ 

    http://roumu.b-souken.com 

 
 

助成金情報 

 

http://roumu.b-souken.com/

